
議 員 殿

石議議第 16 5号の 2

令手口元年 9月 24日

石川県議会議長 福村 章

（公印省略）

質問趣旨書及び答弁書の配付について

9月 17日、佐藤正幸議員より石川県議会会議規則第 65条第 1項の規定に基づき

知事及び警察本部長に対する文書質問があったので、同条第4項の規定により

質問趣旨書及び答弁書を別添のとおり配付します。



⑧ 
令和元年9月 17日

石川県議会議長

福村 章殿

石川県議会議員 佐藤正議

質問 趣意 書

石川県議会会議規則第 65条第1項の規定に基づき、下記のとおり文書

質問したいので、質問趣意書を提出します。

記

1 質問事項

別紙のとおり

2 指定答弁者

別紙のとおり



（別紙）

No. l 

質 間 事 項 指定答弁者

1 会計年度任用職員制度について ｜知 事

(1）総務省は、制度導入に必要な地方自治体の財政措置について、

4月に全冨の地方富治体に調査依頼を発出し、その結果を受け検

討したいとしていたが、どのような内容を国へ回答したのか。

(2）財源確保の見通しが不明確であるため、全国の地方自治体のー
， 

部には、財政負担増を理由に、業務の民間委託や勤務時間を短縮

したパートタイムの会計年度在用職員を検討するなどの動きがあ

るが、県及び県内市町の検討状況－を開く。

(3）現行制度からの移行にあたっては、改正法附帯決議にある「不

利益が生じることなく j のとおり、現在の労働条件より後退しな

い制度設計が行われることでよいか。

2 国民健康保険の子どもに係る均等割保険料軽減措置について i知 事

(1）全国知事会は、先の参議院選挙で各政党に対し、 「医療制度問

の公平と子育て支援の観点から、子どもに保る均等割保険料軽減

措置の導入Jを求めているが、全国に先駆けて実施してはどうか。

(2）県独自の財政支援の財源として、新たな税負担ではなく、国か

ら子どもの被保険者分として受付される「特別調整交付金」を括

用してはどうかと思うが、今年度の交付額とこれまでの活用内容

を聞く。

3 幼児教育無償化について ！知 事

1 0月から実施される 3歳から 5歳児の幼児教育・保育の無償

化において、国が給食の副食費を実費徴収にしたことを踏まえ、

秋田県や富山県の取組も参考に副食費に対する補助を行い、これ

までより負担増となる世帯が生じないようにすべきと思うがどう

か。

4 F35Aヌテノレス戦闘機の試験飛行等について ｜知 事

(1）機体の欠陥が指摘されているもとで、来年5月20日までの試

験飛行の当日、県としての監視体制を敷くべきと思うがどうか。



質 間 事 項

(2）小松基地航空禁の事前訓練において、運動会当日の進行が中断

する事例があったが、学校行事の日は訓練すべきではないと自衛

隊に要請すべきと思うがどうか。

5 災害に強い県土づくりについて

(1）台風15号による大規模な停電が問題となっているが、県内の

送電鉄塔や電柱の強風対策と耐風性の基準見直し、電親等の切断

が起きても広いエリアの停電とならないような送電網の再確立、

設備の十分な保守・点検はなされていたのか、県としても検証す

べきと思うがーどうか。

(2）停電による上水道のポンプ設舗等の停止によって断水となるこ

とはないのか、対応状況を聞く。

6 視覚障害者用信号機について

設置へ強い要望が出されている視覚撞害者用信号機について、

これまでの整備状祝と今後の整備方針を潤く。

No.2 

指定答弁者

知 事

望書察本部長

7 JD I問題について ｜知 事

JD I白山工場の従業員400人のうち、早期退職に応じた者

と転籍者の数及びその行先を聞く。併せて、石川工場の従業員数

と、そのうちの早期退職に応じた者と転籍者の数及びその行先を

開く。



石川県議会議長

福村章様

iアて：3

⑧ 財第 2 1 2 号

令和元年9月20日

石川県知事 谷本正

文書質問について（回答）

令手口元年9月 17日付石議議第 16 3号による質問趣意書について、 531J紙のとおり回

答します。



（別紙）

1 会計年度任用職員制度について

(1）総務省は、制度導入に必要な地方自治体の財政措置について、 4月に全国の

地方自治体に調査依頼を発出し、その結果を受け検討したいとしていたが、ど

のような内容を国へ回答したのか。

国へは、調査要領に基づき、 「平成30年度における臨時・非常勤職員の給

与実績及び、会計年度任用職員制度移行により、新たに支給されることとなる

期末手当等を含めた令和2年度における会計年度任用職員の給与見込みJ等を

回答したところである。

(2）財源確保の見通しが不明確であるため、全国の地方自治体の一部には、財政

負担増を理由に、業務の民間委託や勤務時間を短縮したパートタイムの会計年

度任用職員を検討するなどの動きがあるが、県及び県内市町の検討状況を開く。

国は、会言十年度任用職員制度への移行に関して、現在の臨時 E 非常勤の職を

漫然と存続するのではなく、それぞれの職の必要性を十分吟味した上で、適正

な人員配置に努めていく必要があるとしており、県においては、こうした国の

見解も踏まえ、会計年度任用職員制度への移行について具体的な検討を進めて

‘いるところであり、県内市町においても同様に検討されているものと認識して

いる。

(3）現行制度からの移行にあたっては、改正法F付帯決議にある「不利益が生じる

ことなく」のとおり、現在の労働条件より後退しない制度設計が行われること

でよいか。

県では、現在、地方公務員法及び地方自治法改正や附帯決議の趣旨を踏まえ、

会計年度任用職員制度への移行について具体的な検討を進めているところであ

る。

今後、職員団体との協議等も経て、関係条例や規則等の整備を進めることと

しており、来年4月の法施行に向けて、じっかりと対応していきたい。

2 国民健康保険の子どもに係る均等割保険料軽減措置について

(1）全国知事会は、先の参議院選挙で各政党に対し、 「医療制度間の公平と子育

て支援の観点から、子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入Jを求めている

が、全国に先駆けて実施してはどうか。



子どもの均等割保険料の軽減措置については、圏全体の問題として検討すべ

きものと考えており、これまでも、国の童任において全国一律の制度として導

入するよう、全国知事会を通じて要望してきたところである。

現在、国では、子どもの均等割保険料の在り方について、議論が行われてい

るところであり、県としては、国での議論の動向を注視するとともに、今後と

も、引き続き、国に対し、要望していきたい。

(2）県独自の財政支援の財源として、新たな税負担ではなく、国から子どもの被

保険者分として交付される「特別調整交付金Jを活用してはどうかと思うが、

今年度の交付額とこれまでの活用内容を聞く。

今年度、本県には、子どもの被保険者分として、特別調整交付金が約8千万

円交付されており、各市町において、保険料を引き下げるための財源として活

用されている。

3 幼児教育無償化について

1 0月から実施される 3歳から 5歳児の幼児教育・保育の無償化において、

国が給食の副食費を実費徴収にしたことを踏まえ、秋田県や富山県の取組も参

考に副食費に対する補助を行い、これまでより負担増となる世帯が生じないよ

うにすべきと思うがどうか。

幼児教育・保育の無償化の実施にあたり、副食費が実費徴収とされることに

伴い、これまでより負担が増えることとなる世帯については、そうした負担が

増えないよう適切な措置を講じることとしたところである。

4 F35Aステノレス戦闘機の試験飛行等について

(1）機体の欠陥が指摘されているもとで、来年5月20 I:!までの試験飛行の当

目、県としての監視体制を敷くべきと思うがどうか。

F35Aの試験飛行については、国土交通大臣が、航空法に基づいて、安全

性などを審査のうえ許可しているものであり、県としては、特段の監視が必要

とは考えていない。

(2）小松基地航空祭の事前訓練において、運動会当日の進行が中断する事例があ

ったが、学校行事の日は訓練すべきで、はないと自衛隊に要請すべきと思うがど

うか。

航空祭の開催には、それに伴う訓練を必要としており、航空祭に関連した訓

練や当日の飛行に関しては、小松基地が事前に地元市町に説明等を行ったうえ

で実施しているものと承知している。



5 災害に強い県土づくりについて

(1）台風15号による大規模な停電が問題となっているが、県内の送電鉄塔や電

柱の強風対策と耐風性の基準見直し、電線等の切断が起きても広いエリアの停

電とならないような送電網の再確立、設備の十分な保守・点検はなされていた

のか、県としても検証すべきと思うがどうか。

北陸電力からは、管内の鉄塔や電柱は国の技術基準を全て満たしていると聞

いているが、固において、今回の大規模停電の原因を究明し、検証するとのこ

とであり、その状況を注視していきたい。

(2）停電による上水道のポンプ設備等の停止によって断水となることはないのか、

対応状況を聞く。

台風 15号による千葉県内の広範囲で発生した停電による断水については、

現在も復旧作業が進められ、詳細な原因は明らかになっていないが、県として

は、今後、今回の断水の詳細な原因が明らかとなった段階で、市町に対してそ

の情報を提供するとともに、必要に応じて助言していく。

7 JD I問題について

JD I白山工場の従業員400人のうち、早期退職に応じた者と転籍者の数

及びその行先を聞く。併せて、石川工場の従業員数と、そのうちの早期退職に

応じた者と転籍者の数及びその行先を聞く。

株式会社ジャパンデ、イスプレイによれば、 6月1臼時点の従業員数は、白山

工場が400人、石川工場が439人、白山工場及び、石川工場から JOLED 

へ出向者が224人の、計1, 0 6 3人であり、そのうち、今般、希望退職に

応じた従業員は、白山工場と石川ヱ場合わせて約300人、これとは別に同工

場合わせて約200人がJOLE Dへの転籍に応じたと潤いている。なお、工

場別の希望退職者及び転籍者の人数は公表されていない。



石川県議会議長

福村 章 殿

文書質問について（回答）

戸ぐ

⑧ 

石川県警察本部長

総甲第 1 0 3 号

令和元年 9月 20日

西 康

i ! ' 日主｝Jii二： 
！；！ごJlit：！.＼ヂ；；
5，与之上工r』叫旬、 I ・-

問主将閉店！fJ;
fi：壬1ごJ「1r・1 ，：＼γ：； 
i rh Jご：LLj;:.:':.:0‘i 
,. :. --L：＿：.－・－～j 

令和元年9月17日付石議議第16 3号による文書質問について、別紙のとおり回答し

ます。



（別紙）

6 視覚障害者用信号機について

設置へ強い要望が出されている視覚障害者用信号機について、
これまでの整備状況と今後の整備方針を聞く。

視覚障害者用信号機は、平成31年3月末現在、県内に 36 9 

基を設置している。引き続き、市町、関係機関・団体と連携し、

病院や公共施設周辺などを中心に整備していきたい。




